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十
一
月
一
〇
日
午
後
六
時
半
か
ら

Ｊ
Ａ
Ｌ
不
当
解
雇
撤
回
国
民
支
援
共

闘
会
議
主
催
に
よ
る
Ｊ
Ａ
Ｌ
本
社
大

包
囲
行
動
が
行
わ
れ
、
コ
ロ
ナ
禍
の

中
三
五
〇
名
が
結
集
し
ま
し
た
。

支
援
共
闘
会
議
の
清
岡
共
同
代
表

（
全
労
連
副
議
長
）
は
、
「
Ｊ
Ａ
Ｌ

は
口
先
だ
け
で
な
く
具
体
的
決
断
を

す
べ
き
。
解
決
し
な
い
と
職
場
は
疑

心
暗
鬼
と
な
り
安
全
運
航
に
も
影
響

す
る
」
と
主
催
者
を
代
表
し
て
挨
拶

し
ま
し
た
。

本
社
大
包
囲
行
動
で
は
初
め
て
国

会
議
員
の
挨
拶
が
行
わ
れ
、
社
会
民

主
党
の
福
島
党
首
が
、
「
一
〇
年
前
、

大
臣
に
解
雇
を
す
る
な
と
要
請
し
た
。

一
六
五
名
の
整
理
解
雇
は
四
要
件
を

満
た
し
て
い
な
い
の
に
何
故
解
雇
で

き
る
の
か
？
働
く
人
を
大
切
に
す
る

こ
と
が
基
本
だ
。
赤
坂
社
長
は
解
決

に
意
欲
を
見
せ
て
い
る
の
だ
か
ら
結

果
を
だ
し
ま
し
ょ
う
よ
。
国
会
の
思

い
は
同
じ
。
皆
で
解
決
し
た
い
」
と

挨
拶
し
ま
し
た
。

連
帯
挨
拶
し
た
大
田
区
労
協
の
星

野
元
議
長
は
、
「
Ｊ
Ａ
Ｌ
は
本
業
以

外
に
手
を
出
し
た
失
敗
を
一
六
五
名

に
か
ぶ
せ
た
。
Ｊ
Ａ
Ｌ

争
議
の
解
決
無
く
し
て

労
働
者
の
明
る
い
未
来

は
な
い
」
、
中
里
東
京

清
掃
執
行
委
員
長
は
、

「
長
い
闘
い
と
な
っ
て

い
る
が
負
け
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
す
べ
て

の
労
働
者
の
雇
用
を
守

る
闘
い
だ
。
最
後
ま
で

連
帯
し
共
に
闘
う
こ
と

を
約
束
す
る
」
と
挨
拶

し
ま
し
た
。

日
航
乗
員
組
合
の
成
田
副
委
員
長

は
、
「
地
上
職
で
の
再
雇
用
で
解
決

と
い
う
手
続
き
を
進
め
て
お
り
、
二

名
が
採
用
さ
れ
、
現
在
複
数
名
の
面

談
が
行
わ
れ
て
い
る
。
着
実
に
進
め

て
い
く
先
に
完
全
解
決
が
あ
る
。
尊

厳
の
名
誉
回
復
に
し
っ
か
り
取
り
組

む
」
。
日
航
キ
ャ
ビ
ン
ク
ル
ー
ユ
ニ

オ
ン
の
古
川
委
員
長
は
、
「
職
場
か

ら
『
コ
ロ
ナ
禍
の
今
こ
そ
誠
意
を
見

せ
て
ほ
し
い
。
雇
用
を
守
る
と
い
う

社
長
の
言
葉
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き

る
た
め
に
は
解
雇
争
議
を
解
決
す
べ

き
』
と
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

一
〇
年
で
失
っ
た
も
の
は
貴
重
な
人

材
と
内
外
の
信
用
、
労
使
の
信
頼
関

係
だ
。
コ
ロ
ナ
禍
の
今
だ
か
ら
こ
そ
、

解
決
に
よ
っ
て
取
り
戻
す
べ
き
」
と

訴
え
ま
し
た
。

争
議
団
の
山
口
パ
イ
ロ
ッ
ト
争
議

団
長
は
、｢

私
た
ち
の
解
雇
は
見
せ

し
め
で
あ
り
、
学
術
会
議
の
任
命
問

題
と
同
様
だ
。
一
〇
年
前
の
整
理
解

雇
は
嘘
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
。
最
高
利
益
の
中

で
解
雇
さ
れ
、
パ
イ
ロ
ッ

ト
八
一
名
を
ク
ビ
に
し
、

そ
の
後
三
八
六
名
を
採

用
。
客
室
乗
務
員
八
四

名
を
ク
ビ
に
し
て
六
二

〇
〇
名
も
採
用
し
た
。

物
言
う
人
間
の
排
除
で

あ
り
許
さ
れ
な
い
。
破

綻
時
は
自
分
た
ち
が
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い

人
達
（
管
財
人
）
が
解

雇
を
し
た
、
な
ど
と
Ｊ
Ａ
Ｌ
経
営
は

言
っ
て
い
る
が
、
今
は
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
る
人
（
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
人
）
ば
か

り
な
の
だ
か
ら
す
ぐ
に
解
決
す
べ
き

だ
。
粘
り
強
く
勝
つ
ま
で
闘
う｣

。

内
田
客
乗
団
長
は
、
「
執
行
委
員

と
し
て
社
長
出
席
の
経
営
協
議
会
に

出
席
し
、
一
〇
年
間
の
思
い
を
聞
く

場
を
持
っ
て
ほ
し
い
、
解
雇
争
議
が

続
く
こ
と
は
得
策
で
は
な
い
、
解
決

す
る
こ
と
は
国
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
で

き
る
と
社
長
に
伝
え
た
。
取
組
・
団

交
に
全
力
投
球
し
年
内
解
決
目
指
し

て
社
長
の
決
断
を
迫
る
。
」
と
決
意

表
明
し
ま
し
た
。

支
援
共
闘
会
議
と
支
援
者
の
代
表

は
、
日
本
航
空
に
要
請
書
を
手
渡
し
、

年
内
解
決
を
強
く
求
め
、
最
後
は
参

加
者
全
員
に
よ
る
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー

ル
で
締
め
く
く
り
ま
し
た
。

六
月
に
予
定
し
て
い
た
け
ん
り
総

行
動
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
に
一
〇

月
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
Ｊ
Ａ
Ｌ
本

社
前
で
の
宣
伝
・
要
請
行
動
に
は
約

一
五
〇
名
が
結
集
し
ま
し
た
。

東
京
全
労
協
寺
嶋
事
務
局
長
か
ら
、

「
今
、
コ
ロ
ナ
禍
で
、
多
く
の
労
働

者
が
仕
事
を
失
い
、
生
き
る
こ
と
す

ら
難
し
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い

る
。
ご
都
合
主
義
の
企
業
体
質
を
許

さ
な
い
闘
い
を
、
我
々
の
手
で
勝
ち

取
っ
て
、
労
働
条
件
の
改
善
、
解
雇

の
撤
回
、
全
て
の
争
議
に
勝
利
し
よ

う
。

」

と
の

主

催
者

挨

拶
が

さ

れ
ま

し

た
。国

労

高
崎

地

本
関

口

委
員

長

は

、

「
企

業

に
と
っ
て
、
争
議
を
解
決
す
る
と
い

う
こ
と
が
、
そ
の
企
業
の
将
来
に
プ

ラ
ス
に
な
る
こ
と
を
Ｊ
Ａ
Ｌ
は
全
く

わ
か
っ
て
い
な
い
。
我
々
は
Ｊ
Ａ
Ｌ

争
議
を
含
め
た
全
て
の
争
議
の
解
決

に
向
け
た
闘
い
を
進
め
て
い
く｣

。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ユ
ニ
オ
ン
東
京
の

寺
尾
書
記
長
か
ら｢

Ｊ
Ａ
Ｌ
の
社
員

の
皆
さ
ん
に
訴
え
た
い
。
争
議
団
が

頑
張
っ
て
い
る
か
ら
、
皆
さ
ん
の
雇

用
は
、
首
の
皮
一
枚
で
繋
が
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？｣

と

連
帯
挨
拶
し
ま
し
た
。

争
議
団
を
代
表
し
て
パ
イ
ロ
ッ
ト

山
口
団
長
は｢

一
〇
年
経
過
し
た
が
、

整
理
解
雇
は
必
要
で
は
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
。
日
本
航
空
の
企
業
体
質

が
、
破
綻
前
と
変
わ
っ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
。

勝
つ
ま
で
頑
張
っ
て
い
く
の
で
引

き
続
き
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。｣

と
、
決
意
を
述
べ
ま
し
た
。

最
後
に
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
で
元

気
に
締
め
く
く
り
ま
し
た
。

発行責任者
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＜経団連＞

約120名が結集。支援共闘共同代表中岡全労協事務局長が

「コロナ問題で航空業界も含めて厳しい状況だが、だから

こそ争議を一日も早く解決して、安全な航空行政として再

建されなければならない。JALは経団連の中でも主要な企業

であり、傍観は許されない。コロナ渦で厳しい状況にある

方々とも連携しながら、闘いの勝利まで全力を挙げたい。」

と挨拶。

要請団は、支援共闘会議共同代表の清岡全労連副議長、

中岡全労協事務局長、吉永MIC議長の3氏と、津恵事務局長、

山口乗員原告団長、内田客乗原告団長の6名。経団連前に立

ちはだかる警備員により中には入れず。事前にアポを求め

たものの、要請文は後日郵送となりました。

＜厚労省・国土交通省＞

両省とも、要請団は共同代表の中岡全労協事務局長、仲

野全労連常任幹事、津惠事務局長、山口乗員団長、内田客

乗団長の5名。厚労省は、今日の要請内容は大臣をはじめ関

係部署にも伝えるとの対応がありました。国交省は、「要

請内容や皆さんの主張は理解しつつも、どう対応するかは

労使間で」と発言。要請団より大臣にも要請内容を伝える

よう改めて申し入れました。

10月15日、支援共闘会議主催による経団連・厚労省・国交省への要請・宣伝行動が行われました。経団連前行動は争議10
年目にして初めて。要請に先立ちそれぞれの場所において宣伝行動が行われ、そぼ降る雨の中、のべ255人が参加しました。

９月２４日に行われた超党派議員によるJAL解雇争議をまなぶ院内学習会がきっかけとなり、厚生労働省、JALに対する
ヒアリングが開催されました。

＜厚労省ヒアリング＞

11月19日に議員会館内で行われました。議員は代理出席2名

含め12名（立憲民主党5名、日本共産党5名、自由民主党2名）、

厚労省からは大臣官房国際課と労働基準局労働関係法課の4

名で行われました。議員からは、ILO勧告に対する厚労省の

対応、整理解雇と不当労働行為との関係、労働者を保護す

る立場の厚労省の対応などに質問と意見がだされ、厚労省

は意見を持ち帰って上と相談すると発言しました。

＜JALヒアリング＞

11月26日議員会館で開催。議員は4名の代理含め11名（自民

2、立民4、共産3、沖縄の風1、無所属1）で、JALからは人

財本部・客室乗員部マネージャー等が参加しました。各議

員からはかなり強く「何故解決できないのか？」という質

問がされましたが、JALの対応がよくなかったことから、今

後も更にヒアリングを行うことが出席議員で確認されまし

た。

十
一
月
二
〇
日
に
愛
知

の
会
の
主
催
で
宣
伝
行
動

と
学
習
集
会
が
行
わ
れ
ま

し
た午

後
五
時
か
ら
約
一
時

間
金
山
総
合
駅
前
に
お
い

て
一
五
名
で
宣
伝
行
動
を

行
い
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
の
影
響
か
ら
か
、

金
曜
日
の
夜
に
し
て
は
人

通
り
が
少
な
か
っ
た
で
す

が
、
こ
の
争
議
を
初
め
て

知
っ
た
と
い
う
男
性
の
方

か
ら
カ
ン
パ
千
円
い
た
だ

き
、
が
ん
ば
れ
と
激
励
を

受
け
ま
し
た
。

午
後
六
時
三
〇
分
よ
り

Ｊ
Ａ
Ｌ
争
議
支
援
学
習
決

起
集
会
が
名
古
屋
市
内
で

行
わ
れ
約
三
〇
名
が
結
集

し
ま
し
た
。

乗
員
争
議
団
の
和
波
さ

ん
か
ら
八
〇
分
の
講
演
を

受
け
ま
し
た
。
航
空
行
政

と
Ｊ
Ａ
Ｌ
解
雇
の
関
係
が

浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。

一
〇
年
を
越
さ
せ
な
い

解
決
を
と
、
東
京
の
西
部

と
北
部
で
は
集
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

十
一
月
五
日
に
は
支
援

組
織
の
ひ
と
つ
で
あ
る
Ｇ

Ｊ
西
部
連
絡
会
（
原
発
の

な
い
社
会
の
実
現
と
、
Ｊ

Ａ
Ｌ
の
不
当
解
雇
を
ゆ
る

さ
な
い
東
京
西
部
連
絡
会
）

が
、
渋
谷
の
会
場
で
「
Ｊ

Ａ
Ｌ
争
議
勝
利
に
向
け

た
十
一
・
五
激
励
決
起

集
会
」
が
四
一
名
の
参

加
で
開
催
さ
れ
、
指
宿
弁

護
士
に
よ
る
講
演
を
受
け

な
が
ら
、
今
後
の
争
議
支

援
を
確
認
し
ま
し
た
。

十
一
月
二
六
日
に
は

「
Ｊ
Ａ
Ｌ
不
当
解
雇
撤
回

闘
争
を
支
援
す
る
東
京
北

部
集
会
」
が
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
不

当
解
雇
撤
回
闘
争
支
援
東

京
北
部
集
会
実
行
委
員
会

に
よ
り
練
馬
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

北
部
集
会
は
毎
日
新
聞
・

東
海
林
智
さ
ん
の
講
演
を

中
心
に
行
わ
れ
約
一
二
〇

名
の
参
加
者
で
成
功
さ
せ

ま
し
た
。

『
争
議
を
解
決
し
社
会

的
責
任
を
果
た
す
こ
と
を

日
本
航
空
に

求
め
る
決
議
』

を
採
択
、
翌

日
に
は
実
行

委
員
会
代
表

が
Ｊ
Ａ
Ｌ
本

社
へ
提
出
し

ま
し
た
。

（
『
決
議
』

文
は
次
頁
）

決意を述べる争議団＝11月５日渋谷
勤労福祉会館
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一
〇
月
一
一
日
、
台
風

一
過
の
秋
晴
れ
に
恵
ま
れ
、

近
く
の
平
安
神
宮
前
で
は

お
祭
り
の
準
備
も
始
ま
り
、

た
く
さ
ん
の
市
民
で
に
ぎ

わ
う
京
都
市
左
京
区
岡
崎

の
京
都
市
京
セ
ラ
美
術
館

前
で
、
三
回
目
の
Ｊ
Ａ
Ｌ

一
六
五
名
の
不
当
解
雇
撤

回
を
め
ざ
す
抗
議
宣
伝
行

動
が
開
始
さ
れ
た
。

Ｊ
Ａ
Ｌ
闘
争
を
支
え
る

京
都
の
会
の
呼
び
か
け
に

応
え
た
ユ
ニ
オ
ン
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
結
集
す
る
労
働

組
合
や
京
丹
後
の
米
軍
Ｘ
バ
ン
ド
レ
ー

ダ
ー
基
地
撤
去
を
め
ざ
す
運
動
や
沖

縄
反
基
地
闘
争
を
闘
う
運
動
、
憲
法

九
条
改
悪
反
対
を
闘
い
、
老
朽
原
発

再
稼
働
阻
止
を
闘
う
市
民
運
動
団
体

な
ど
か
ら
今
回
も
た
く
さ
ん
の
参
加

を
い
た
だ
い
た
。

こ
の
宣
伝
行
動
直
前
の
ニ
ュ
ー
ス

で
、
京
都
市
京
セ
ラ
美
術
館
の
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
オ
ー
プ
ン
に
当
た
っ
て
、
こ
の

1

月
ま
で
の
半
年
間
に
労
働
者
一
六

人
が
い
わ
ゆ
る
「
サ
ー
ビ
ス
残
業
」

を
行
っ
て
京
都
市
人
事
委
員
会
か
ら

是
正
勧
告
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
判

明
し
た
。
直
接
京
セ
ラ
や
稲
盛
和
夫

Ｊ
Ａ
Ｌ
＆
京
セ
ラ
名
誉
顧
問
が
行
っ

た
こ
と
で
は
な
い
が
、
美
術
館
職
員

が
今
年1

月
に
、
道
路
交
通
法
違
反

で
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

出
勤
記
録
と
パ
ソ
コ
ン
の
記
録
を
照

合
し
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
分
か
っ
た

と
い
う
。
「
美
術
館
は
京
都
市
が
命

名
権
を
売
却
し
て
、
こ
と
し
春
に
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
を
控
え
て
い

た
時
期
に
あ
た
り
、
職
員
の
業
務
負

担
が
増
え
、
中
に
は
時
間
外
の
労
働

時
間
が
月
一
〇
〇
時
間
を
超
え
た
ケ
ー

ス
も
あ
っ
た
と
い
う
」
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー

ス
Ｗ
Ｅ
Ｂ

一
〇
月
七
日
）
。

聞
き
取
り
に
対
し
、
労
働
者
は

「
終
わ
ら
な
い
業
務
の
遂
行
を
優
先

し
て
し
ま
っ
た
」
と
か
、
「
短
時
間

は
申
告
し
な
く
て
も

い
い
と
思
っ
た
」
な

ど
と
説
明
し
て
い
る

ら
し
く
、
京
都
市
人

事
委
員
会
は
九
月
八

日
付
け
で
京
都
市
に

是
正
勧
告
を
出
し
た

と
い
う
。
マ
イ
ク
を

取
っ
た
連
帯
ユ
ニ
オ

ン
関
西
地
区
生
コ
ン

支

部

の

仲

間

は

、

「
一
〇
月
八
日
の
権

力
弾
圧
事
件
で
の
一

〇
・
八
不
当
判
決
に

怒
り
、
闘
っ
て
い
る
。

き
の
う
も
京
都
市
・

門
川
大
作
市
長
が
こ

こ
の
残
業
代
不
払
い

で
謝
罪
を
テ
レ
ビ
で

し

て
い

た

が

、

労

働
者

を

虫

け

ら

の
よ

う

に

扱

い

業
務

優

先

で

扱
う
こ
の
国
の
、

自

治
体

の

行

政

の

あ
り

か

た

、

社

会
全

体

の

あ

り
か
た
を
団
結
し
て
変
え
て
い

こ
う
」
と
、
力
強
い
連
帯
挨
拶

を
行
っ
た
。

昔
、
京
セ
ラ
本
社
が
京
都
市

山
科
区
の
新
幹
線
沿
い
に
あ
り
、

東
京
で
の
出
張
や
集
会
帰
り
で

遅
く
な
っ
た
市
民
や
労
働
組
合

の
活
動
家
か
ら
も
、
深
夜
ま
で

煌
々
と
点
灯
さ
れ
て
い
る
京
セ

ラ
本
社
ビ
ル
が
い
つ
も
話
題
に

な
っ
て
い
た
。
ま
だ
サ
ー
ビ
ス

残
業
と
い
う
言
葉
も
な
か
っ
た

時
代
か
ら
「
あ
ん
だ
け
タ
ダ
働

き
さ
せ
と
っ
た
ら
、
稲
盛
さ
ん

と
こ
は
儲
か
っ
て
当
た
り
前
や
」

と
い
う
の
が
、
京
都
の
老
舗
の

会
社
社
長
か
ら
い
つ
も
言
わ
れ
て
い

た
こ
と
だ
。
サ
ー
ビ
ス
残
業
で
勧
告

の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
ま
さ
に
「
稲
盛
美

術
館
」
な
ら
ぬ
京
セ
ラ
美
術
館
ス
タ
ー

ト
の
時
期
に
、
ち
な
ん
だ
話
題
と
も

い
え
る
こ
と
だ
っ
た
。
一
六
五
名
の

ベ
テ
ラ
ン
Ｃ
Ａ
と
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
不

当
解
雇
撤
回
闘
争
は
、
サ
ー
ビ
ス
残

業
や
リ
ス
ト
ラ
合
理
化
・
賃
下
げ
な

ど
、
コ
ロ
ナ
禍
で
犠
牲
と
な
っ
て
い

る
労
働
者
の
人
間
ら
し
い
労
働
を
勝

ち
取
る
闘
い
だ
と
い
え
よ
う
。

（
Ｊ
Ａ
Ｌ
闘
争
を
支
え
る
京
都
の
会
）

争議を解決し社会的責任を果たすことを日本航空に求める決議

JALでパイロット81名と客室乗務員84名が年齢と病欠基準で解雇されて、

丸１０年を迎えようとしている。稲盛会長(当時)が解雇直後の記者会見で、

「経営上解雇の必要性はなかった」と発言したように、明らかに労務対策

のための不当解雇であった。

165名の解雇については、2011年8月に東京都労働委員会から不当労働行

為救済命令が出されたが、ＪＡＬは「取り消しを求めて」行政訴訟を起こ

した。結果、東京高裁で「管財人の行為は憲法28条違反」と断罪され、201

6年9月には最高裁で確定した。行政命令の取り消しを求めて最高裁まで争

う姿勢は、労働法を無視して憚らぬJALの経営体質を表したものである。

また、ILOからは2012年6月から2018年11月まで4次にわたって勧告が出さ

れている。しかしＪＡＬは勧告に罰則規定が無いこともあり無視続けてい

る。解雇後にパイロットは386名を採用、客室乗務員については、6205名も

の採用が行われた。こうしたJALの経営姿勢は国際基準に反するばかりか、

社会的にも道徳的にも許されるものではなく、厳しく批判されるべきであ

る。

2018年4月の労使協議会で赤坂社長は「出来るだけ早く解決したいと心か

ら思っている」と発言、さらに2019年6月の株主総会では、「他にも方法が

ないのかずっと考え続けていきたいと心から思う」、2020年6月の株主総会

では「何としても解決したいという気持ちに全く変わりはない」と発言し

ている。しかし争議は未だに解決に至っていない。経営トップの無責任な

発言は許されないことである。社長としてリーダーシップを発揮して解決

すべきである。

現在、新型コロナ感染の影響で経済が大打撃を受け、多くの産業で「解

雇や雇止め」が行われている。こうしたコロナ禍による経営悪化の中でも、

経営トップは「雇用維持というのは絶対条件だ」と発言している。しかし、

ＪＡＬは破たん当時「整理解雇は行わない」と労働組合に約束しておきな

がら、2010年12月に1586億円という史上最高益を上げる中で165名を解雇し

てきた。JAL経営の論理は破綻しているのである。

争議を解決して経営への信頼を取り戻すことは、安全運航の基盤を確立

することでもある。私たちはＪＡＬでの165名の解雇は労働者全体への攻撃

と受け止めている。ＪＡＬは直ちに争議を解決して社会的責任を果たすべ

きである。本日、本集会で、私たちはＪＡＬ争議が勝利するまで粘り強く

支援することを確認する。

以上 決議する

2020年11月26日 ＪＡＬ不当解雇撤回闘争支援東京北部集会
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日
本
航
空
の
解
雇
争
議
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
航
空
は
、
政
府
主
導
の
下
で
二
〇
一
〇
年
一
月
十
九
日
に
経

営
破
綻
、
企
業
再
生
支
援
機
構
か
ら
三
千
五
百
億
円
の
公
的
資
金
が

投
入
さ
れ
、
破
綻
と
再
建
が
プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
で
進
め
ら
れ
た
。

再
建
途
上
で
あ
っ
た
同
年
十
二
月
三
十
一
日
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
八
十
一

名
と
客
室
乗
務
員
八
十
四
名
が
年
齢
（
機
長
五
十
五
歳
以
上
、
副
操

縦
士
四
十
八
歳
以
上
、
客
室
乗
務
員
五
十
三
歳
以
上
）
と
病
気
欠
勤

歴
を
基
準
に
整
理
解
雇
さ
れ
た
。
当
時
の
状
況
と
し
て
、
二
〇
一
〇

年
九
月
二
日
に
出
さ
れ
た
最
終
の
人
員
削
減
目
標
は
日
本
航
空
本
体

で
千
五
百
名
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
翌
九
月
三
日
よ
り
希
望
退
職
の

募
集
が
始
ま
り
、
結
果
十
二
月
三
十
一
日
の
段
階
で
は
千
六
百
九
十

六
名
が
希
望
退
職
に
応
じ
て
い
た
。
ま
た
公
的
資
金
の
投
入
や
債
権

放
棄
な
ど
も
あ
っ
て
再
建
は
順
調
に
進
み
、
十
二
月
末
ま
で
に
千
五

百
八
十
六
億
円
の
営
業
利
益
を
上
げ
る
中
で
、
大
晦
日
の
整
理
解
雇

で
あ
っ
た
。

被
解
雇
者
は
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
と
客
室
乗
務
員
の
二
つ
の
原
告
団
を

結
成
し
、
二
〇
一
一
年
一
月
十
九
日
に
整
理
解
雇
問
題
で
東
京
地
裁

に
地
位
の
確
認
を
求
め
提
訴
し
た
。
一
審
の
東
京
地
裁
判
決
は
、
二

〇
一
二
年
三
月
二
十
九
日
（
パ
イ
ロ
ッ
ト
）
、
三
十
日
（
客
室
乗
務

員
）
に
出
さ
れ
た
。
両
判
決
の
内
容
は
「
百
六
十
五
名
の
解
雇
は
整

理
解
雇
四
要
件
（
必
要
性
、
回
避
努
力
、
人
選
基
準
、
手
続
き
の
妥

当
性
）
を
満
た
し
合
理
性
が
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

二
審
の
東
京
高
裁
は
二
〇
一
四
年
六
月
三
日
（
客
室
乗
務
員
）
、
五

日
（
パ
イ
ロ
ッ
ト
）
に
「
管
財
人
無
謬
論
、
絶
対
論
」
を
展
開
し
て
、

整
理
解
雇
の
合
理
性
を
認
め
た
。
そ
し
て
二
〇
一
五
年
二
月
四
日

（
客
室
乗
務
員
）
、
五
日
（
パ
イ
ロ
ッ
ト
）
に
最
高
裁
が
上
告
を
棄

却
し
、
高
裁
判
決
が
確
定
し
た
。

一
方
、
整
理
解
雇
の
回
避
に
向
け
た
団
体
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る

さ
中
の
二
〇
一
〇
年
十
一
月
十
六
日
に
、
管
財
人
が
労
働
組
合
の
争

議
権
確
立
を
妨
害
し
た
介
入
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
事
件
に
つ
い

て
東
京
都
労
働
委
員
会
は
、
二
〇
一
一
年
八
月
三
日
「
労
働
組
合
へ

の
支
配
介
入
に
あ
た
る
」
と
し
て
、
日
本
航
空
に
対
し
て
不
当
労
働

行
為
救
済
命
令
を
発
出
し
た
。
し
か
し
日
本
航
空
は
「
命
令
の
取
り

消
し
」
を
求
め
て
東
京
地
裁
に
行
政
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
結
果
、
東

京
地
裁
は
二
〇
一
四
年
八
月
二
十
八
日
に
不
当
労
働
行
為
と
認
定
、

二
審
の
東
京
高
裁
で
は
二
〇
一
五
年
六
月
十
八
日
「
団
結
権
の
侵
害

で
あ
り
、
憲
法
二
十
八
条
違
反
」
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
二
〇
一
六

年
九
月
二
十
三
日
、
最
高
裁
は
日
本
航
空
の
上
告
を
棄
却
、
高
裁
判

決
が
確
定
し
た
。
こ
の
最
高
裁
判
決
は
、
地
位
確
認
訴
訟
（
整
理
解

雇
）
判
決
の
確
定
か
ら
一
年
七
か
月
後
に
出
さ
れ
た
。

最
高
裁
で
管
財
人
の
行
為
が
「
違
憲
」
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
で
、
先

に
合
理
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
百
六
十
五
名
の
整
理
解
雇
は
「
解
雇

手
続
き
の
妥
当
性
」
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
最
高
裁

の
違
憲
判
決
に
つ
い
て
、
二
〇
一
六
年
十
月
二
十
日
の
参
議
院
国
土

交
通
委
員
会
で
石
井
啓
一
国
土
交
通
大
臣
（
当
時
）
は
「
（
最
高
裁

で
日
本
航
空
の
）
不
当
労
働
行
為
が
認
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
私
自
身

も
遺
憾
に
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
」
「
日
本
航
空
の
整
理
解
雇
に

つ
き
ま
し
て
は
、
個
別
企
業
に
お
け
る
雇
用
関
係
に
関
わ
る
問
題
で

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
日
本
航
空
に
お
い
て
適
切
に
対
応
す
べ
き
も
の

と
考
え
て
い
ま
す
」
旨
答
弁
し
て
い
る
。

日
本
航
空
の
整
理
解
雇
か
ら
間
も
な
く
丸
十
年
が
経
過
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
し
か
し
現
在
に
お
い
て
も
、
な
お
解
雇
さ
れ
た
パ
イ
ロ
ッ

ト
六
十
三
名
と
客
室
乗
務
員
七
十
名
の
解
雇
争
議
が
続
い
て
い
る
。

そ
し
て
今
や
、
日
本
航
空
の
解
雇
争
議
は
、
日
本
に
お
け
る
最
大
の

労
働
争
議
と
な
っ
て
い
る
。
争
議
の
解
決
を
遅
ら
せ
て
い
る
原
因
の

一
つ
に
、
結
果
が
異
な
る
二
つ
の
司
法
判
断
が
あ
る
こ
と
は
無
視
で

き
な
い
。

コ
ロ
ナ
禍
の
今
日
、
「
事
業
と
雇
用
を
守
り
抜
く
」
と
の
方
針
の

下
で
、
政
府
か
ら
航
空
業
界
に
も
数
々
の
支
援
策
が
出
さ
れ
て
い
る

状
況
に
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

日
本
航
空
の
経
営
再
建
は
公
共
輸
送
を
守
る
た
め
に
、
政
府
が
関

与
す
る
中
で
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
中
で
整
理
解
雇
が
行

わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
無
関
係
と
は
言
え
な
い
と
考
え

る
が
い
か
が
か
。

二

解
雇
の
過
程
で
の
不
当
労
働
行
為
が
最
高
裁
で
「
憲
法
違
反
」
と

判
断
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
日
本
航
空
の
対
応
は
大
臣
発
言
を
反
映

さ
せ
て
い
る
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

三

長
引
く
労
働
争
議
は
人
権
、
人
道
上
の
問
題
に
加
え
て
、
空
の
安

全
に
も
影
響
す
る
問
題
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
政
府
と
し

て
日
本
航
空
の
争
議
の
解
決
に
向
け
て
考
え
ら
れ
る
施
策
は
あ
る

か
。右

質
問
す
る
。

＊質問主意書とは？
国会議員は、国会開会中、議長を経由して内閣に対し文書で質問することができます。この文書を「質問主意書」と言います。
議長の承認を受けた質問主意書は、内閣に転送され、内閣は質問主意書を受け取った日から７日以内に答弁しなければなりません。７日以

内に答弁できない場合は、その理由と答弁できる期限が議長に通知されます（国会法第７５条）。
内閣からの答弁は、原則として文書をもってなされ、これを「答弁書」と言います。
答弁書は、各府省等で案文を作成し、内閣法制局の審査を経て閣議決定された後、議長に提出されます。議員が本会議や委員会で質疑を行

う場合、その内容は議題による制約や、所属する会派の議員数に比例して質疑時間が決まるため、十分な質疑時間が確保できない場合があり
ます。
これに対し質問主意書は、議院の品位を傷つけるような質問主意書や単に資料を求める質問主意書は認められないなど、一定の制約はあり

ますが、国政全般について内閣の見解を求めることができます。


